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（公 印 省 略） 

令和６年度 防犯灯の設置要望について（案内） 

 日頃は、本市の道路行政についてご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、本課にて例年実施しております防犯灯（ＬＥＤ）の新規設置につきまして、今年度も実施を

予定しておりますので、貴区内において要望がございましたら、別紙申請書を記入のうえ都市整備課

までご提出願います。 

 なお、要望数が設置予定数を超えた場合には、申請書をもとに市で現地確認後、関係機関と検討・

協議のうえ設置箇所を決定させていただきます。 

要望に沿えない場合もございますが、あらかじめご了承くださいますようお願いします。 

 

【留意事項】 

 〇 防犯灯の新規設置が対象です。既に設置されている防犯灯の取り替え等は対象ではありません。 

 ○ 設置以後の防犯灯の維持管理にかかる費用（電気代、修理代、移設費、更新費用等）は、

全て設置した区の負担となります。 

 ○ 原則、関電柱またはＮＴＴ柱への取り付けとします。ただし、区独自で設置していただいた 

ポールへの防犯灯取り付けの申し込みは可能とします。 

    ※ 関電柱またはＮＴＴ柱への取付には、それぞれの管理者が定める設置条件（別添）がござい 

      ますので、要望される場合は、そちらの条件の内容もご確認ください。 

○ 設置箇所が民地にある電柱の場合は、必ず地権者の設置同意を得てください。 

   （設置が決定した際に、別途地権者の同意が確認できる書類の提出を依頼します。） 

 ○ 申請書は、１箇所につき１枚提出が必要です。２箇所以上申請される場合は、用紙をコピーし

てください。なお、その際は必ず優先順位を右上に記入してください。 

 ○ 申請書への押印は不要です。 

 ○ 取付完了時期は、10 月～11 月頃の予定ですが、実際に照明が点灯するのは防犯灯取付が完了

し、さらに関電が電気工事を行った後になるので、時間差がある旨をご承知ください。 

 ○ 区で新たにポールを設置する場合、ポール本体の材料費の半額を市が負担（上限有り）します

ので、検討されている場合は都市整備課までご相談ください。 

    （例）6ｍ鋼管ポール（根入れ 1ｍ）1本の建柱工事費が総額 70,000円、内ポール本体の 

材料費 24,000円とした場合、市負担 12,000円、区負担 58,000円。 

 

【提出期限】  令和６年７月３１日（水） 
 

【添付資料】  ・電柱設置物に対する各社の設置条件について（別添） 

・防犯灯新規設置申請書 

・防犯灯新規設置申請書（記入例） 

※小浜市役所ホームページにも様式を掲載しましたので、ご活用ください。 

 

担当：小浜市役所 産業部 都市整備課（2F） 

道路河川管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 重田 ℡ 64-6027（直通） 

防犯灯設置要望案内在中 


